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公

告

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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年
六
月
十
日

大
分
県
知
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広

瀬

勝

貞

一

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
二
十
八
年
度
大
分
県
情
報
シ
ス
テ
ム
Ｉ
ａ
ａ
Ｓ
の
利
用

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
オ
ー
イ
ー
シ
ー

代
表
取
締
役
社
長

加

藤

健

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
七
号

五

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

四
千
三
百
九
十
一
万
七
千
百
六
十
三
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

印
刷
物
（
県
広
報
誌

新
時
代
お
お
い
た
）
（
年
間
単
価
契
約
）

予
定
発
行
部
数

四
十
八
万
二
千
部
×
六
回

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿

部

英

範

大
分
市
大
字
下
郡
三
一
五
四
番
地
の
二
二

五

落
札
金
額

二
・
五
四
八
八
円
（
二
頁
当
た
り
）
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

八
三

六

月

十

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
六
月
十
日

大
分
県
報
号
外
（
公
告
）
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